
一般社団法人宮崎県臨床検査技師会 組織運営規程 

 

 

 

 

第１章 総則 

 

（総則） 

第１条 一般社団法人宮崎県臨床検査技師会（以下「会」という）の組織及び運営

は、定款及びこの規程並びに他の諸規程にもとづいて行うものとする。 

 

第２章  組織 

 

（常務理事） 

第２条 常務理事は、学術担当理事、組織担当理事及び事務局をもってあてる。 

２ 常務理事は、理事会で定めるところにより、法人の業務を分担し、理事会で議決

した事項を議事録として会員に公開し、会の運営を行う。 

 

（理事会） 

第３条 理事会は、年２回以上開催し、次期総会までの会務の執行を決定する。 

２ 会長、副会長および常務理事による常務理事会を年４回以上開催する。 

 

（委員会） 

第４条 この「会」の組織運営のため、次の委員会を置く。 

（１）役員推薦委員会 

（２）表彰委員会 

（３）編集委員会 

（４）医療事故防止対策委員会 

（５）精度管理委員会 

 

 

（役員推薦委員会） 

第５条 役員推薦委員会の構成と運営は、別に定めた役員推薦規程による 

 



（表彰委員会） 

第６条 表彰委員会の構成と運営は、別に定めた表彰規程による。 

 

（編集委員会） 

第７条  編集委員会は、会長、副会長、学術担当理事、組織担当理事及び事務局を

もって構成し、会誌等の発行にあたる。 

２ 編集委員は、委員会委員の互選により定め、発行者は会長とする。 

 

（医療事故防止対策委員会） 

第８条 会員の医療事故等に対処するために医療防止対策委員会を組織する。委員

会は研修等を実施し、事故防止につとめる。万一事故発生の時は独自の調査活動を行

い理事会に報告する。 

２ 委員は５名以上１０名以内とし、会員の中から常務理事会が選任し理事会の承認

を受ける。 

 

（精度管理委員会） 

第９条 検査データ統一化のため、県精度管理専門委員、宮崎市精度管理専門委員、

データ標準化委員を選定し、各種精度管理事業運営を行う。 

２ 各委員の任期は２年とする。 

 

第３章 部局と運営 

 

（部局） 

第１０条  この「会」には次の部局を置く。 

（１）事務局 

（２）学術部 

（３）組織部 

 

（事務局） 

第１１条  事務局の構成は次の通りとする。 

（１）事務局長    １名 

（２）事務局次長   １名 

（３）庶務担当    ２名 

（４）会計担当    ２名 



 

（事務局長の任務） 

第１２条 事務局長は、事務局を統括する。 

２ 事務局長は、「日臨技」との事務連絡責任者となりその任務を遂行する 

３ 事務局長は、公印の保管・管理をする。 

 

（事務局の業務） 

第１３条  庶務及び会計は次の業務に当たる。 

２ 庶務  

１）定款・諸規程に関すること 

２）会務の報告に関すること 

３）文書の授受発行及び記録に関すること 

４）総会・理事会その他の会議の開催に関すること 

５）会議及び議事録に関すること 

６）会員名簿の整備に関すること 

７）関係団体との連携に関すること 

８）会誌の発行に関すること 

９）その他、各部の所管に属さないこと 

３ 会計  別に定める会計事務取扱規程による。 

 

（文書の保存） 

第１４条  「会」の文書保存期間は、別表 1による。 

 

（会長決議） 

第１５条  会長決議は必ず決裁印を受ける。ただし、緊急の場合ややむを得ないと

きは電話等で決裁を受け、後日決裁印を受ける。 

 

（学術部） 

第１６条  学術部の構成は次の通りとする。 

（１）副会長              １名 

（２）学術担当理事         ３名 

（３）部門委員      ９名以内 

２ 部門委員は各部門内の互選とし、任期は２年とする。 

 



（学術部の業務） 

第１７条  学術部は次の業務にあたる。 

（１）臨床・衛生検査に関する調査研究及び情報提供に関すること 

（２）検査の精度管理に関する調査研究及び指導に関すること 

（３）講習会、研修会、学会等の開催に関すること 

（４）年間の学術活動計画の立案及び遂行に関すること 

（５）部門活動及び地区学術活動の掌握に関すること 

（６）その他学術に関すること 

２ 部門の区分は別表２による。 

 

（組織部） 

第１８条 組織部の構成は次の通りとする。 

（１）副会長        １名 

（２）組織担当理事    ２名 

（３）地区担当理事    ６名 

 

（組織部の業務） 

第１９条 組織部は次の業務にあたる。 

（１）組織強化に関すること 

（２）地区活動の発展に関すること 

（３）会員の福祉、親睦に関すること 

（４）会員の動態、掌握に関すること 

（５）渉外に関すること 

２ 地区の区分は別表３による。 

 

（職場連絡責任者） 

第２０条 会員への連絡の円滑化を図るため、職場ごとに連絡責任者をおく。 

２ 職場連絡責任者は、入会促進、会費等の納入について地区担当理事に協力し、特

に会員の動機に変化があれば、速やかに連絡する。 

 

第４章  会費 

 

（入会及び会費） 

第２１条  正会員の入会及び会費は次の通りとする。 



（１）「会」の入会金          ５００円 

（２）「会」の会費 年額     ８,０００円 

２ 賛助会員の会費は次の通りとする。 

一口 年額 １０,０００円 

３ 会費は、３月３１日までに翌年度の会費を一括納入するものとする。 

 

（搬出金） 

第２２条 特に必要と認めたときは、総会の決議を経て、臨時の搬出金を徴収する

ことができる。 

 

第５章  補則及び付則 

 

（補則） 

第２３条 研修会の開催においては、部門委員は、学術企画申請書及び予算書を学

術担当理事に、地区理事は組織担当理事経由で、事前に提出し理事会の承認を受け

る。 

２ 研修会終了後、部門委員は決算書を学術部副会長に、地区理事は組織部副会長

に提出し、理事会の承認を受ける。 

第２４条 当会（部門および地区を含む）の研修会に参加する非会員（臨床検査技

師・衛生検査技師）については、参加費を別途３，０００円徴収する。 

第２５条 当会（部門および地区を含む）の研修会で講師に対する講演料、交通費は

別表４とする。 

第２６条 この規程にない事項については、理事会の議決を経て定める。 

 

（付則） 

第２７条 この規程は、昭和６１年４月２０日より施行する。 

第２８条 この規程は、平成元年５月２８日より改定する。 

第２９条 この規程は、平成１８年８月 ２日より改定する。 

第３０条 この規程は、平成２１年８月１８日より改定する。 

第３１条 この規程は、平成２２年８月２１日より改定する。 

第３２条 この規程は、一般社団法人移行により平成２５年４月１日より改定する。 

第３３条 この規程は、平成３０年５月７日より改定する。 

第３４条 この規定は、平成３１年５月２６日より改正する。 

 



別表 1 

永久保存 

１ 定款 

２ 会員名簿  

３ 総会及び理事会の議事録 

４ 諸規程の原本 

５ 許可・認可等に関する重要文書 

６ 宮臨技会誌 

７ その他会長が永久保存を適当と認める文書 

 

１０年保存 

１ 表彰・表彰推薦に関する文書 

２ 重要な往復文書 

３ その他会長が１０保存を適当と認める文書 

 

２年保存 

  １ 会長が２年保存を適当と認める文書 

 

別表２ 

部門別研究班の区分 

１ 生物化学分析部門 

２ 臨床微生物部門 

３ 臨床血液部門 

４ 臨床生理部門 

５ 臨床一般 

６ 輸血細胞治療部門 

７ 病理細胞部門 

８ 臨床遺伝子部門 

９ 臨床検査総合部門 

 

別表３ 

地域の区分 

１ 宮崎地区: 宮崎市、東諸県郡 

２ 児湯地区: 西都市、児湯郡 



３ 延岡地区: 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 

４ 都城地区: 都城市、北諸県郡 

５ 小林地区: 小林市、えびの市、西諸県郡 

６ 日南地区: 日南市、串間市 

 

別表４ 

 

１ 講師謝金 

外部講師はクラスⅠ（教授、部長、準教授級以上）５５，６８６円（外税）、クラス

Ⅱ（それ以外）３３，４１２円（外税）で医師等も同額とする。日臨技会員講師は１

１，１３８円（外税）とする。  

注）ただし、講義時間９０分以上１．５倍、３０～９０分１．０倍、３０分以下０．

５倍とする。実習指導員については、実行委員扱いとし講師謝礼金は支給せず諸経費

（行動費を支給する。実務委員が講師を務める場合は、諸経費は支給しない（謝金、

諸経費の二重払いに注意すること）。講師料のほかに、資料代、お車代などを上乗せ

した金額は認めない。県内会員が講師となる場合は、講師謝金は支給しない。 

 

２ 交通費・宿泊費 

講師ならび実務担当者の交通費・宿泊費の清算は、公共交通機関の実費請求額で対応

する。タクシー料金の請求については基本認めない。 

（講師の来場にタクシーが必要と判断した場合は、その理由を明記し、必ず領収書を

添付すること） 

県内会員の交通費は支給せず、別に示す諸経費（行動費）に含む。 

 

３ 諸経費（行動費） 

実務委員に対し、行動費として３,０００円が支給され、食事代などを含んでの行動

費となる。講師に対して諸経費は認めない。 

県内会員が講師を務める場合は、行動費に旅費等を含め、５，０００円以内とする。 

ただし、担当理事（部門については学術担当理事、地区については組織担当理事）が

特に必要と認めた場合は、事前に承認を得たうえで各部門・地区の予算の範囲内で金

額を上乗せできる。 

各地区・部門の予算を上回る場合は、理事会で協議の上決定する。 

 

 


